
第１２１回 国有財産東海地方審議会

令 和 ７ 年 １１ 月
財 務 省 東 海 財 務 局

諮 問 事 項 説 明 資 料



所在地 区 分 数 量 相手方 利用計画 処理区分
用途指定
期間

愛知県名古屋市

昭和区安田通

四丁目８番

外３筆

土 地

建 物

5,476.59㎡

1,360.68㎡

4,087.59㎡

愛知県
愛 知 県 昭 和

警 察 署 敷 地
時価売払 ―

第１諮問

愛知県名古屋市昭和区に所在する国有財産を愛知県に対し、愛知県昭和警察

署敷地として、時価売払いすることについて
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項 目
内 容

① ②

所 在 地
愛知県名古屋市昭和区安田通
四丁目８番 外２筆

愛知県名古屋市昭和区安田通
四丁目８番５

財 産 の 沿 革

現 東海農政局安田庁舎
（一般会計）

※名古屋第４地方合同庁舎等へ
移転後に引受予定

現 安田交番敷地
（食料安定供給特別会計）
※東海農政局から愛知県に対して
無償貸付中

区 分 ・ 数 量
土 地 ・ ５,２７７．７７㎡
建 物 ・ １,３６０. ６８㎡

／ ４,０８７．５９㎡
土 地 ・ １９８．８２㎡

用 途 地 域 第一種住居地域 ・ 近隣商業地域

建蔽率 ／ 容積率 ６０％ ／ ２００％ ・ ８０％ ／ ３００％

交 通 機 関 地下鉄鶴舞線 川名駅の北西方 約０．７km

1．財産の概要
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２．位置図

対象財産

出典：国土地理院ホームページコンテンツを編集・加工して作成

名古屋駅

名古屋城

東海財務局
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３．案内図

対象財産

川名公園

約０．７㎞

至いりなか駅

至安倍川駅

地下鉄
川名駅

出典：国土地理院ホームページコンテンツを編集・加工して作成

至

川原神社

昭和警察署

至御器所駅

名古屋国際
中学校・高等学校
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名古屋市児童福祉センター
市立川原小学校分校
市立川名小学校分校 外

対象財産①

４．航空写真

出典：国土地理院ホームページコンテンツを編集・加工して作成

対象財産②
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５．現況写真①

東海農政局安田庁舎

対象財産①

撮影
方向
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５．現況写真②

安田交番敷地（交番建物は愛知県の所有）

対象財産②

撮影
方向
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６．現況図

出典：国土地理院ホームページコンテンツを編集・加工して作成

市道

国道

対象財産②

対象財産①

約８９．５ｍ

約５４．６ｍ
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７．名古屋第４地方合同庁舎等への移転に係る概要

○国・愛知県・名古屋市の庁舎が集積する名古屋三の丸地区において、令和8年3月に名古屋第４地方合同庁舎が竣工
予定であり、整備に伴い各官署の移転等の調整を進めているところ。

○東海農政局安田庁舎の売却収入は、名古屋第４地方合同庁舎整備のための財源となっている。

名古屋第４地方合同庁舎

位置図

※位置図は地理院地図を基に作成、拡大図は名古屋市都市計画図を基に作成

県庁本庁舎

農林安田庁舎

川名駅周辺拡大図

川名駅

東海財務局

名古屋城駅

※名古屋第４地方合同庁舎完成予想図（出典：中部地方整備局ウェブサイト）

中部経済産業局
庁舎

第１次移転（赤色）

第２次移転（青色）

農林総合庁舎

名古屋市
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８．安田庁舎の引受までの流れ

新築工事

改修工事

補完完了後
引受

東海農政局（Ⅰ類）

木曽川水系土地改良調査管理事務所等（Ⅲ類）

中部経済産業局等
（Ⅰ類）

名古屋第４地方合同庁舎（Ⅰ類）

中部経済産業局庁舎（Ⅲ類）

東海農政局安田庁舎（Ⅰ類）

中部経済産業局等（Ⅰ類）

東海農政局（Ⅰ類）

木曽川水系土
地改良調査管
理事務所等
（Ⅲ類）

退去済

令和８年３月末完成予定⇒

①

③

④移転
⑤

②移転

【参考】必要となる耐震安全性

Ⅲ類Ⅱ類Ⅰ類

高 低＞ 10



９．現在の愛知県昭和警察署の概要

土 地

敷 地 面 積 ２,９１７.０２㎡

来 客 用
駐車スペース

８台

公 用
駐車スペース

（保有車両台数）

３４台
（３３台）

建 物

建 築 面 積 １,１３０.４２㎡

延 床 面 積 ３,０４６.９９㎡

構 造 R C 造

築 年 数 築５８年
（昭和４２年２月建築）

出所：愛知県より提供
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１０．昭和警察署の位置関係

対象財産

川名公園

約０．６㎞

至いりなか駅

至安倍川駅

地下鉄
川名駅

出典：国土地理院ホームページコンテンツを編集・加工して作成

至

川原神社

昭和警察署

至御器所駅

名古屋国際
中学校・高等学校
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１１．愛知県警察署の老朽化の状況

昭和警察署本館壁のクラック 昭和警察署受水槽の劣化

出所：愛知県より提供出所：愛知県より提供
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⚫ 愛知県内には現在４５の警察署が存在。
⚫ そのうち、２５署において築年数が４０年以上を経過。
⚫ 愛知県においては、１年に１署以上の建替整備を進める方針としている。
⚫ 昭和警察署は築５８年と県内で２番目に古い警察署（単独庁舎）であり、建替の緊急性
が特に高い。



１２．駐車場台数の不足

出所：愛知県より提供出所：愛知県より提供
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⚫ 警察は重大事件等が発生した際、捜査上必要な多数の車両が駐車することから、
有事の際に備え、余裕をもった駐車スペースを確保する必要がある。

⚫ 名古屋市内の警察署の平均来庁者用駐車スペースは約２０台分であるのに対して、
昭和警察署の駐車場は約８台分と不十分な状況にある。
（愛知県警察において、近年建替えを行った（築年数５年以内）警察署の

平均来庁者用駐車スペースは約４２台分）
⚫ 現状、平時においても、駐車待ちの車両が道路にまで並び、周辺道路に影響を及ぼし
ている。



１３．愛知県の利用計画

受水槽
燃料タンク
ゴミ置場
標識置場

車 庫

来庁者用
駐車場（48台）

公用車用駐車場

公
用
車
用
駐
車
場

国 道

市 道

【計画建物】昭和警察署

延床面積 計4,800㎡

（３階建）

（5階建）
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1４．処分等方針

項 目 内 容

所 在 地 愛知県名古屋市昭和区安田通４丁目８番 外３筆

区 分 ・ 数 量
土地 ・ ５,４７６．５９㎡
建物 ・ １,３６０. ６８㎡ ／ ４,０８７．５９㎡

相 手 方 愛知県

処 理 区 分 時価売払

契約方法
及び

適用法令

契約の方法 随意契約

適用法令
会計法第２９条の３第５項
予算決算及び会計令第９９条第２１号

用途指定

指定用途 －

指定期間 －
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令和７年度

令和８年度 令和X年度 X＋1年度 X＋2年度 X＋3年度 X＋4年度 X＋5年度 X＋6年度

1~3月

１５．処分等方針決定後のスケジュール（現時点）

処分等
方針決定

鑑定評価
補完手続

契約
締結

移転・
供用開始

基本・実施設計

（取壊設計）

財務局

愛知県

～12月

予算審議
（地質調査等）

・・・

地質調査等

引受

取壊工事・建築工事
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所在地 区 分 数 量

静岡県静岡市清水区折戸一丁目８１５番１０ 土 地 6,183.14㎡

第２諮問

留保財産の除外について

18



19



20

【 留保財産の適否の判断基準 】

・ 上記の要件に該当する又は該当しない財産であって、個別的要因（立地状況等）も踏まえ留
保財産とすべきもの。
・ 上記の要件に該当する財産であって、個別的要因（接道状況等）から、留保財産から除外す
べきもの。

地域・規模に関する選定基準（定量的基準）

留保財産にかかる選定基準について

令和元年９月２０日付財理第３２０６号「最適利用に向けた未利用国有地等の管理処分方針について」

通達 記第４-２に基づき、留保財産の選定基準を次のとおり定める。

※ 留保財産の対象地域は、上記市町村の行政区域のうち、統計法（平成19年法律第53号）第5条
第2項の規定に係る最新の国勢調査に基づく人口集中地区（ＤＩＤ）とする。

地 域 基 準 規 模 基 準

愛知県 名古屋市
２，０００㎡以上

静岡県 静岡市・浜松市
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１．財産の概要

項 目 内 容

所 在 地 静岡県静岡市清水区折戸一丁目８１５番１０

財 産 の 沿 革
財務省東海財務局より引受（平成２７年９月７日）
旧合同宿舎三保第一住宅

区 分 ・ 数 量 土 地 ・ ６，１８３．１４㎡

用 途 地 域 第一種中高層住居専用地域

建蔽率 ／ 容積率 ６０％ ／ １５０％ 

交 通 機 関 ＪＲ東海道本線 清水駅の南方 約４．５km
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対象財産

JR東海道本線
清水駅

２．位置図

約4.5㎞

JR東海道本線
静岡駅

出典：国土地理院ホームページコンテンツを編集・加工して作成

合同宿舎
小鹿住宅

合同宿舎
三保第一住宅



24

対象財産

東海道本線

清水駅

至新富士

至新静岡

約4.5ｋｍ

３．案内図

出典：国土地理院ホームページコンテンツを編集・加工して作成
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25

国
道

号
線
（
清
水
バ
イ
パ
ス
）

150

対象財産

三保第一住宅

静岡県立清水南高等学校

４．航空写真

折戸公園

出典：国土地理院ホームページコンテンツを編集・加工して作成
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５．現況写真

撮影
方向



６. 経緯

令和元年11月22日 第112回国有財産東海地方審議会において留保財産選定

選定理由

【結 果】 現時点で具体的な利用要望なし
【主な要因】 都市計画上の制限（第一種中高層住居専用地域）、周辺道路が狭い、

最寄駅から遠い（JR東海道本線清水駅から南方4.5ｋｍ）

マーケットサウンディングの実施

令和5年4月20日 第117回国有財産東海地方審議会において報告

＜定量的基準（地域・規模基準）＞
● 静岡市に所在し、人口集中地区に該当
● 2,000㎡以上
＜定性的基準＞
● 静岡市の立地適正化計画における居住誘導区域に所在
● 本財産南側の都市計画道路の延伸に伴う交通利便性の向上により地域の活性化が
見込まれる
● 商業、サービス、観光開発など各機能と調和のとれた利活用が見込まれる
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７. 事情の変更①

出典：国土地理院ホームページコンテンツを編集・加工して作成

行政需要の減退

静岡市内の国家公務員宿舎について、合同宿舎小鹿住宅への集約により、合同宿舎
三保第一住宅の廃止が決定され、将来的にも対象財産の活用の見込みが低くなり、行
政需要は減退。

合同宿舎小鹿住宅（整備計画）

所在地：静岡県静岡市駿河区小鹿三丁目

清
水
バ
イ
パ
ス

折戸公園

静岡県立
清水南高等学校

留保財産
旧三保第一住宅
（1～3号棟）

静岡大学・宿舎

三保第一住宅
（4～11号棟）

整備予定地
約9,700㎡
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８. 事情の変更②

出典：国土地理院ホームページコンテンツを編集・加工して作成

都市計画道路の一部廃止

当該区間について、世界文化遺産富士山の構成資産である三保松原の保全の観点か
ら実現性が低いこと、また、将来の交通需要が少ないため、都市計画道路としての必要性
は低いことから、一部廃止を決定。（令和4年4月15日付静市第251号告示）
本都市計画道路の一部廃止により、当初期待された交通利便性の向上による地域の

活性化が見込めず、有用性が減退。

廃
止
区
間
（
未
着
工
）

対象財産 対象財産
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９．留保財産の除外について

留保財産選定後において、上記事情変更が生じたことから、留保財産
から除外することが適当。

事情の変更（まとめ）

結 論

① 合同宿舎小鹿住宅への集約により、将来的にも対象財産の活用の
見込みが低くなり、行政需要は減退。

② 都市計画道路の一部廃止により、当初期待された交通利便性の向
上による地域の活性化が見込めず、有用性が減退。
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